
特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

16 児童手当又は特例給付の支給に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は，児童手当又は特例給付の支給に関する事務における特定個人
情報ファイルの取扱いにあたり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人の
プライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人
情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な
措置を講じ，もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 児童手当又は特例給付の支給に関する事務

 ②事務の概要

　児童手当法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25
年法律第27号。以下「番号法」という。）に従い，特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①　認定請求の受理，その請求に係る事実についての審査
②　額改定請求の受理，その請求に係る事実についての審査
③　公簿等によって確認したことに伴う職権に基づいた額の改定
④　未支払分の請求の受理，その請求に係る事実についての審査
⑤　受給者変更，年齢到達，住民票の異動や監護・生計の内容に伴う受給資格の変更・消滅処理
⑥　現況届の受理，その請求に係る事実についての審査
⑦　父母指定者の届出の受理、その請求に係る事実についての審査
⑧　法第28条の資料の提供等の求めに関する事務
⑨　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和３年法
律第38号）第10条に規定する特定公的給付の支給に関する事務
⑩　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和３年法
律第38号）第９条に規定する特定公的給付の支給に関する事務

 ③システムの名称
児童手当システム，庁内連携システム，団体内統合宛名システム，中間サーバー，マイナポータルぴった
りサービス（サービス検索・電子申請機能）

 ２．特定個人情報ファイル名

①児童手当情報ファイル，②公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条に規定する
特定公的給付の支給に関する情報ファイル，③公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第
９条に規定する特定公的給付の支給に関する情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第１項及び別表第一 81，134の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

【情報提供】
・番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表42，125，161の項

【情報照会】
・番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表106，107，160の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部子ども若者政策課

 ②所属長の役職名 子ども若者政策課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支援係
狛江市和泉本町一丁目１番５号　03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市企画財政部政策室政策法制担当
狛江市和泉本町一丁目１番５号　03-3430-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1万人以上10万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和4年12月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和4年12月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載さ
れている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アクセ
ス権限のない職員等）によって
不正に使用されるリスクへの
対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用等
のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十分
か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



平成29年9月29日
Ⅰ関連情報５.評価実施機関に
おける担当部署②所属長

小川　みゆき 白鳥　幹明 事後

令和1年6月30日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月30日 Ⅰ　関連情報　５　所属長 子育て支援課長　白鳥　幹明 子育て支援課長 事前

令和1年6月30日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成27年10月31日　時点 平成31年６月30日　時点 事前

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市児童青少年部子育て支援課
②所属長　子育て支援課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

事後

令和2年8月3日

Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請
求

狛江市児童青少年部子育て支援課手当助成係 狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係 事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

　児童手当法及び行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい
う。）に従い，特定個人情報を以下の事務で取り
扱う。
①～⑧　（略）

　児童手当法及び行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい
う。）に従い，特定個人情報を以下の事務で取り
扱う。
①～⑧　（略）
⑨　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律（令
和３年法律第38号）第10条に規定する特定公的
給付の支給に関する事務

事後

令和3年12月27日
Ⅰ　関連情報
２　特定個人情報ファイル名

児童手当情報ファイル

①児童手当情報ファイル，②公的給付の支給等
の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第10条に規定する特定公
的給付の支給に関する情報ファイル

事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
３　個人番号の利用
法令上の根拠

・番号法第９条第１項及び別表第一 56の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（内閣府・総務
省令第５号）第44条

・番号法第９条第１項及び別表第一 56，100の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（内閣府・総務
省令第５号）第44条，第73条

事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報提供】
（略）

【情報照会】
・番号法第19条第７号　別表第二　74，75の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務を定める命令第40条

【情報提供】
（略）

【情報照会】
・番号法第19条第８号　別表第二　74，75，121
の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令第40
条，第59条の４

事後

令和3年12月27日 Ⅱ　しきい値判断項目 令和元年６月30日　時点 令和３年12月１日　時点 事後

令和5年1月20日

Ⅰ　関連情報
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

　児童手当法及び行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい
う。）に従い，特定個人情報を以下の事務で取り
扱う。
①～⑨　（略）

　児童手当法及び行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい
う。）に従い，特定個人情報を以下の事務で取り
扱う。
①～⑨　（略）
⑩　公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律（令
和３年法律第38号）第９条に規定する特定公的
給付の支給に関する事務

事後

令和5年1月27日
Ⅰ　関連情報
２　特定個人情報ファイル名

①児童手当情報ファイル，②公的給付の支給等
の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第10条に規定する特定公
的給付の支給に関する情報ファイル

①～②（略）
，③公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律第
９条に規定する特定公的給付の支給に関する情
報ファイル

事後

令和5年1月27日 Ⅱ　しきい値判断項目 令和３年12月１日　時点 令和４年12月１日　時点 事後

令和5年1月27日

Ⅰ　関連情報
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
③システムの名称

児童手当システム，庁内連携システム，団体内
統合宛名システム，中間サーバー

児童手当システム，庁内連携システム，団体内
統合宛名システム，中間サーバー，マイナポータ
ルぴったりサービス（サービス検索・電子申請機
能）

事前

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（番号法）（平成25年
法律第27号）第９条第１項及び別表第一の56，
100の項

行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（内閣府・総務
省例第５号）第44条，第73条

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（番号法）（平成25年
法律第27号）第９条第１項及び別表第一の81，
134の項

事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報提供】
・番号法第19条第８号　別表第二 26，30，87の
項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第７号）第19条，第44条
【情報照会】
・番号法第19条第８号　別表第二 74，75，121の
項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令第40
条，第59条の４

【情報提供】
・番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表42，125，161の項

【情報照会】
・番号法第19条第８号　主務省令第２条の表 
106，107，160の項

事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども若者政策課
②所属長　子ども若者政策課長

事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請
求

狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支
援係

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

17 子ども・子育て支援法に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は，子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に関する事務にお
ける特定個人情報ファイルの取扱いについて，特定個人情報の漏えいやそ
の他の事態発生による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認
識し，そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じた上で，個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 子ども・子育て支援法に関する事務

 ②事務の概要

子ども・子育て支援法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）に従い，特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①子どものための教育・保育給付に係る支給認定
②利用者負担区分の決定
③保育の必要性に関する事項等の届出及び書類の受理
④子育てのための施設等利用給付認定
⑤地域子ども・子育て支援事業に係る補足給付の実施
等の事務を行う。

 ③システムの名称 Acrocity福祉総合システム，庁内連携システム，団体内統合宛名システム，中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

子ども子育て支援ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表の127の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠 番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表155の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部児童育成課

 ②所属長の役職名 児童育成課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市子ども家庭部児童育成課
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市企画財政部政策室　政策法制担当
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和1年6月28日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月28日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う業務
②事務の概要

子ども・子育て支援法及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」
という。）に従い，特定個人情報を以下の事務で
取り扱う。

①子どものための教育・保育給付に係る支給認
定
②利用者負担区分の決定
③保育の必要性に関する事項等の届出及び書
類の受理
等の事務を行う。

子ども・子育て支援法及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」
という。）に従い，特定個人情報を以下の事務で
取り扱う。

①子どものための教育・保育給付に係る支給認
定
②利用者負担区分の決定
③保育の必要性に関する事項等の届出及び書
類の受理
④子育てのための施設等利用給付認定
⑤地域子ども・子育て支援事業に係る補足給付
の実施
等の事務を行う。

事前

令和1年6月28日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成29年４月１日　時点 平成31年４月１日　時点 事前

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市児童青少年部児童青少年課
②所属長　児童青少年課長

①部署　狛江市子ども家庭部児童育成課
②所属長　児童育成課長

事後

令和2年8月3日

Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請
求

狛江市児童青少年部児童青少年課 狛江市子ども家庭部児童育成課 事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　３　個人番号の
利用、

番号法第９条第１項　別表第１の94の項 番号法第９条第１項　別表の127の項 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報　４　情報提供
ネットワークシステムによる情
報連携　②法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第２の116の項
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の
表155の項

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

18 生活保護及び中国残留邦人等支援給付に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、生活保護及び中国残留邦人等支援給付に関する事務における
特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱い
が個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、
特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるため
に適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取
り組んでいることを宣言する。



２　中国残留邦人等支援給付に関する事務
（１）支援給付の支給の実施に関する事務
（２）変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事
務
（３）職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務
（４）停止又は廃止に関する事務
（５）費用の返還に関する事務
（６）徴収金の徴収に関する事務

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 生活保護及び中国残留邦人等支援給付に関する事務

 ②事務の概要

　生活保護法（昭和25年法律第144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）及び行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号
法」という。）に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

１　生活保護に関する事務
（１）保護の実施に関する事務
（２）保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その他申請に係る事実についての審査又はその申
請に対する応答に関する事務
（３）職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務
（４）保護の停止又は廃止に関する事務
（５）就労自立給付金の支給の申請の受理，その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す
る応答に関する事務
（６）保護に要する費用の返還に関する事務
（７）徴収金の徴収に関する事務
（８）医療扶助オンライン資格確認
　（ア）生活保護システムから医療保険者向け中間サーバー等への特定個人情報の連携
　（イ）社会保険診療報酬支払基金へ委託する以下の事務
　　・医療保険者向け中間サーバー等における資格履歴の管理
　　・医療保険者向け中間サーバー等における本人確認事務
　　・医療保険者向け中間サーバー等における機関別符号の取得等

 ③システムの名称

１　生活保護システム
２　中国残留邦人支援システム
３　庁内連携システム
４　団体内統合宛名システム
５　中間サーバー
６　医療保険者等向け中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

１　生活保護システムファイル
２　中国残留邦人支援システムファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

１　生活保護に関する事務
・番号法第９条第１項及び別表の23の項

２　中国残留邦人等支援給付に関する事務
・番号法第９条第１項及び別表の95の項



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

１　生活保護に関する事務

【情報提供】
・番号法第19条第８号及び番号法第19 条第８号に基づく主務省令第２条の表　13、14、18、20、40、42、
48、49、53、74、76、86、87、89、96、125、128、132、141、144、155、158の項

２　中国残留邦人等支援給付に関する事務

【情報提供】
・番号法第19条第８号及び番号法第19 条第８号に基づく主務省令第２条の表　13、14、18、20、40、42、
96、125、144、155、158の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市福祉保健部福祉相談課

 ②所属長の役職名 福祉相談課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市　福祉保健部　福祉相談課
東京都狛江市和泉本町１－１－５
電話　03-3430-1111（代表）

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市　企画財政部　政策室
東京都狛江市和泉本町１－１－５
電話　03-3430-1111（代表）



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　○ ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　○ ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和1年6月28日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月28日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成27年10月１日　時点 平成31年４月１日　時点 事前

令和1年6月28日

Ⅰ　関連情報
５．評価実施期間における担
当部署

小川　正美 福祉相談課長 事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事後

令和6年2月29日

Ｉ 関連情報　1特定個人情報
ファイルを取り扱う事務　②事
務の概要

１　生活保護に関する事務
（１）～（７）　（略）

１　生活保護に関する事務
（１）～（７）　（略）
（８）医療扶助オンライン資格確認
　（ア）生活保護システムから医療保険者向け中
間サーバー等への特定個人情報の連携
　（イ）社会保険診療報酬支払基金へ委託する以
下の事務
　　・医療保険者向け中間サーバー等における
資格履歴の管理
　　・医療保険者向け中間サーバー等における
本人確認事務
　　・医療保険者向け中間サーバー等における
機関別符号の取得等

事前

令和6年2月29日

Ｉ 関連情報　1特定個人情報
ファイルを取り扱う事務　③シ
ステムの名称

１～５　（略）
１～５　（略）
６　医療保険者等向け中間サーバー

事前

令和6年2月29日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の計数か

平成31年4月1日 令和6年2月29日 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３　個人番号の利用
法令上の根拠

１　生活保護に関する事務
・番号法第９条第１項及び別表第一の15の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令第15条

２　中国残留邦人等支援給付に関する事務
・番号法第９条第１項及び別表第一の63の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令（内閣府・総務
省令第５号）第48条

１　生活保護に関する事務
・番号法第９条第１項及び別表の23の項

２　中国残留邦人等支援給付に関する事務
・番号法第９条第１項及び別表の95の項

事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

１　生活保護に関する事務
【情報提供】
・番号法第19条第８号及び別表第２　９，10，14，
16，24，26，27，28，30，31，50，54，61，62，64，
70，87，90，94，104，106，108，116，120の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務を定める命令（内閣府・総務
省令第７号）（以下、条番号省略）

【情報照会】
・番号法第19条第８号及び別表第２　26の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務を定める命令第19条

２　中国残留邦人等支援給付に関する事務
【情報提供】
・番号法第19条第８号及び別表第２　９，10，14，
16，24，26，70，87，108，116，120の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務を定める命令（以下、条番号
省略）

【情報照会】
・番号法第19条第８号及び別表第２　87項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務を定める命令第44条

１　生活保護に関する事務

【情報提供】
・番号法第19条第８号及び番号法第19条第８号
に基づく主務省令第２条の表　13、14、18、20、
40、42、48、49、53、74、76、86、87、89、96、
125、128、132、141、144、155、158の項

２　中国残留邦人等支援給付に関する事務

【情報提供】
・番号法第19条第８号及び番号法第19 条第８号
に基づく主務省令第２条の表　13、14、18、20、
40、42、96、125、144、155、158の項

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



[平成31年１月　様式２]

  令和6年8月20日

東京都狛江市長

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

狛江市は、乳幼児の医療費の助成に関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ
バシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置
を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいるこ
とを宣言する。

特記事項

19 乳幼児の医療費の助成に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 乳幼児の医療費助成に関する事務

 ②事務の概要

　６歳に達した日の属する年度の末日までの乳幼児を養育している父・母又は養育者に、乳幼児の保険
診療による医療費の自己負担分を助成する。

　狛江市乳幼児の医療費の助成に関する条例（平成５年条例第31号）、狛江市行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（令和４年条例第32号）及び行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号
法」という。）に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①　医療証の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
②　申請事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務
③　公簿等によって確認したことに伴う職権に基づいた受給資格の変更・消滅処理に関する事務
④　保護者変更、年齢到達、住民票の異動や監護・生計の内容に伴う受給資格の変更・消滅処理に関
する事務
⑤　現況届の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務

 ③システムの名称 福祉総合システム、庁内連携システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

乳幼児の医療費助成情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第２項（利用範囲）
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例第３条
第１項（個人番号及び特定個人情報の利用範囲）

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

【情報照会】
・番号法第19条第９号
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第９号に基づく特
定個人情報の提供に関する規則（平成28年個人情報保護委員会規則第５号）第２条
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例別表第
１及び別表第２

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部子ども若者政策課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先
狛江市企画財政部政策室政策法制担当
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111

 ②所属長の役職名 子ども若者政策課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支援係
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ]
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[ ○

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



令和1年6月30日 Ⅰ　関連情報　５　所属長 子育て支援課長　白鳥　幹明 子育て支援課長 事前

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年6月30日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月30日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成27年10月31日　時点 令和１年６月30日　時点 事前

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市児童青少年部子育て支援課
②所属長　子育て支援課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

事後

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請

狛江市児童青少年部子育て支援課手当助成係 狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係 事後

令和3年12月27日
Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス

番号法第19条第14項 番号法第19条第９号 事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例（平成27
年条例第19号）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
（令和４年条例第32号）

事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報
３　個人番号の利用
法律上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例第６条第２
項（利用範囲）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
第３条第１項（個人番号及び特定個人情報の利
用範囲）

事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例　別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
別表第１

事後

令和6年1月29日 Ⅱ　しきい値判断項目 令和１年６月30日　時点 令和５年12月１日　時点 事後

令和6年2月29日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
別表第１及び別表第２

事後

令和6年2月29日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の計数か

令和5年12月1日 令和6年2月29日 事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども若者政策
課
②所属長　子ども若者政策課長

事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請

狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支
援係

事後



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

20 義務教育就学児の医療費の助成に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、義務教育就学児の医療費の助成に関する事務における特定個
人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人
のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個
人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切
な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 義務教育就学児の医療費の助成に関する事務

 ②事務の概要

　６歳に達した日の翌日以後の最初の４月１日から15歳に達した日の属する年度の末日までの児童を養
育している父・母又は養育者に、児童の保険診療による医療費の自己負担分の一部又は全部を助成す
る。（所得制限有り）

　狛江市義務教育の医療費の助成に関する条例（平成19年条例第９号）、狛江市行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（令和４年条例第32号）及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号
法」という。）に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①　医療証の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
②　申請事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務
③　公簿等によって確認したことに伴う職権に基づいた受給資格の変更・消滅処理に関する事務
④　保護者変更、年齢到達、住民票の異動や監護・生計の内容に伴う受給資格の変更・消滅処理に関
する事務
⑤　現況届の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務

 ③システムの名称 福祉総合システム、庁内連携システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

義務教育の医療費助成情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第２項（利用範囲）
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例第３条第
１項（個人番号及び特定個人情報の利用範囲）

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

【情報照会】
・番号法第19条第９号
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第９号に基づく特
定個人情報の提供に関する規則（平成28年個人情報保護委員会規則第５号）第２条
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例別表第１
及び別表第２

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部子ども若者政策課

 ②所属長の役職名 子ども若者政策課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支援係
狛江市和泉本町一丁目１番５号　
03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市企画財政部政策室政策法制担当
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和1年6月30日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月30日 Ⅰ　関連情報　５　所属長 子育て支援課長　白鳥　幹明 子育て支援課長 事前

令和1年6月30日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成28年８月31日　時点 令和１年６月30日　時点 事前

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市児童青少年部子育て支援課
②所属長　子育て支援課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

事後

令和2年8月3日

Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請
求

狛江市児童青少年部子育て支援課手当助成係 狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係 事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第14項 番号法第19条第９号 事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報　
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例（平成27
年条例第19号）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
（令和４年条例第32号）

事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報　
３　個人番号の利用
法律上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例第６条第２
項（利用範囲）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
第３条第１項（個人番号及び特定個人情報の利
用範囲）

事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例　別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１

事後

令和6年1月29日 Ⅱ　しきい値判断項目 令和１年６月30日　時点 令和５年12月１日　時点 事後

令和6年2月29日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１及び別表第２

事後

令和6年2月29日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の計数か

令和5年12月1日 令和6年2月29日 事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども若者政策
課
②所属長　子ども若者政策課長

事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請

狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支
援係

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

21 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、ひとり親家庭等医療費助成に関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ
バシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置
を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいるこ
とを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務

 ②事務の概要

　18歳に達した日の属する年度の末日までの児童（20歳未満の障害のある児童を含む。）を養育してい
るひとり親家庭等の父・母又は養育者に、父・母又は養育者及び児童の保険診療による医療費の自己
負担分の一部又は全部を助成する。（所得制限有り）

　狛江市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（平成元年条例第33号）、狛江市行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（令和４年条例第32号）及び行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以
下「番号法」という。）に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①　医療証の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
②　申請事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査に関する事務
③　公簿等によって確認したことに伴う職権に基づいた受給資格の変更・消滅処理に関する事務
④　年齢到達、住民票の異動や監護・生計の内容に伴う受給資格の変更・消滅処理に関する事務
⑤　現況届の受理、その請求に係る事実についての審査に関する事務
⑥  障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務

 ③システムの名称 福祉総合システム、庁内連携システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

ひとり親家庭等医療費助成情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第２項（利用範囲）
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例第３条第
１項（個人番号及び特定個人情報の利用範囲）

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

【情報照会】
・番号法第19条第９号
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第９号に基づく特
定個人情報の提供に関する規則（平成28年個人情報保護委員会規則第５号）第２条
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例別表第１
及び別表第２

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部子ども若者政策課

 ②所属長の役職名 子ども若者政策課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支援係
狛江市和泉本町一丁目１番５号　
03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市企画財政部政策室政策法制担当
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和1年6月30日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月30日 Ⅰ　関連情報　５　所属長 子育て支援課長　白鳥　幹明 子育て支援課長 事前

令和1年6月30日 Ⅱ　しきい値判断項目 対象人数１万人以上10万人未満 1,000人以上１万人未満 事前

令和1年6月30日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成28年７月31日　時点 令和１年６月30日　時点 事前

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市児童青少年部子育て支援課
②所属長　子育て支援課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

事後

令和2年8月3日

Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請
求

狛江市児童青少年部子育て支援課手当助成係 狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係 事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第14項 番号法第19条第９号 事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報　
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例（平成27年
条例第19号）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
（令和４年条例第32号）

事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報　
３　個人番号の利用
法律上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例第６条第２
項（利用範囲）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
第３条第１項（個人番号及び特定個人情報の利
用範囲）

事後

令和6年1月29日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例　別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１

事後

令和6年1月29日 Ⅱ　しきい値判断項目 令和１年６月30日　時点 令和５年12月１日　時点 事後

令和6年2月29日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１及び別表第２

事後

令和6年2月29日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の計数か

令和5年12月1日 令和6年2月29日 事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども若者政策課
②所属長　子ども若者政策課長

事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請

狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支
援係

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

22 児童育成手当の支給に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、児童育成手当の支給に関する事務における特定個人情報ファイ
ルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 児童育成手当の支給に関する事務

 ②事務の概要

18歳に達した日の属する年度の末日までの児童（20歳未満の障害のある児童を含む。）を養育している
ひとり親家庭等の父・母又は養育者に支給する。

　狛江市児童育成手当条例（昭和46年条例第41号）、狛江市行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律施行条例（令和４年条例第32号）及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）に従い、
特定個人情報を以下の事務で取り扱う。

①　認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査
②　額改定申請の受理、その申請に係る事実についての審査
③　公簿等によって確認したことに伴う職権に基づいた額の改定
④　未支払分の請求の受理、その請求に係る事実についての審査
⑤　受給者変更、年齢到達、障害の状態、住民票の異動や監護・生計の内容に伴う受給資格の変更・消
滅処理
⑥　現況届の受理、その届出に係る事実についての審査
⑦　障害の届出に係る事実についての審査

 ③システムの名称 福祉総合システム、庁内連携システム、団体内統合宛名システム、中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

児童育成手当情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第２項（利用範囲）
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例第３条第
１項（個人番号及び特定個人情報の利用範囲）

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

【情報照会】
・番号法第19条第９号
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第９号に基づく特
定個人情報の提供に関する規則（平成28年個人情報保護委員会規則第５号）第２条
・狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例別表第１
及び別表第２

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部子ども若者政策課

 ②所属長の役職名 子ども若者政策課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支援係
狛江市和泉本町一丁目１番５号　
03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市企画財政部政策室政策法制担当
狛江市和泉本町一丁目１番５号
03-3430-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへ
の対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリス
クへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和1年6月30日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 新様式への変更 事前

令和1年6月30日 Ⅰ　関連情報　５　所属長 子育て支援課長　白鳥　幹明 子育て支援課長 事前

令和1年6月30日 Ⅱ　しきい値判断項目 平成28年８月１日　時点 平成31年６月30日　時点 事前

令和2年8月3日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市児童青少年部子育て支援課
②所属長　子育て支援課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

事後

令和2年8月3日

Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請
求

狛江市児童青少年部子育て支援課手当助成係 狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係 事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第14項 番号法第19条第９号 事後

令和6年2月29日

Ⅰ　関連情報　
１　特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の概要

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例（平成27年
条例第19号）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
（令和４年条例第32号）

事後

令和6年2月29日

Ⅰ　関連情報　
３　個人番号の利用
法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例第６条第２
項（利用範囲）

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
第３条第１項（個人番号及び特定個人情報の利
用範囲）

事後

令和6年2月29日

Ⅰ　関連情報　
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例　別表第１

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例　
別表第１及び別表第２

事後

令和6年2月29日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の計数か

令和1年6月30日 令和6年2月29日 事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　５　評価実施期
間における担当部署

①部署　狛江市子ども家庭部子ども政策課
②所属長　子ども政策課長

①部署　狛江市子ども家庭部子ども若者政策課
②所属長　子ども若者政策課長

事後

令和6年8月20日
Ⅰ　関連情報　７　特定個人情
報の開示・訂正・利用停止請

狛江市子ども家庭部子ども政策課手当助成係
狛江市子ども家庭部子ども若者政策課助成支
援係

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

23 母子保健法に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、母子保健法（昭和40年法律第141号）の事務における特定個人
情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人の
プライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人
情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な
措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 母子保健法に関する事務

 ②事務の概要

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産
婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費
用の支給、費用の徴収又は乳幼児健診に関する事務を行う。

 ③システムの名称 健康管理システム・宛名管理システム・中間サーバ

 ２．特定個人情報ファイル名

母子保健ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第9条第1項　別表70の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

（情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第2条の表42、80、127、161の項
（情報照会の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第2条の表95、96の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市子ども家庭部子ども家庭課

 ②所属長の役職名 子ども家庭課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　狛江市子ども家庭部子ども家庭課

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号　　狛江市企画財政部政策室



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1万人以上10万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年2月29日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和1年12月18日

Ⅰ　関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（別表第二における情報照会の根拠）
番号法第19条第7号　70の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務を定
める命令第39条

（別表第二における情報照会の根拠）
番号法第19条第7号　別表第二の69の2、70の
項
番号法別表第二の主務省令で定める事務を定
める命令第38条の3、第39条

事前

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事後

令和6年2月29日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の計数か

令和1年9月1日 令和6年2月29日 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３　個人番号の利用

番号法第9条第1項　別表第一の49の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令第40条

番号法第9条第1項　別表70の項 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
番号法第19条第８号　別表第二の26、56の2、
87の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務を定
める命令第19、30、44条
（別表第二における情報照会の根拠）
番号法第19条第８号　別表第二の69の2、70の
項
番号法別表第二の主務省令で定める事務を定
める命令第38条の3、第39条

（情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第2条の
表42、80、127、161の項
（情報照会の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第2条の
表95、96の項

事後

令和6年8月20日

５　評価実施機関における担
当部署
①部署
②所属長の役職名

①狛江市福祉保健部健康推進課
②健康推進課長

①狛江市子ども家庭部子ども家庭課
②子ども家庭課長

事後

令和6年8月20日
７　特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　
狛江市福祉保健部健康推進課

201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　
狛江市子ども家庭部子ども家庭課

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

24 予防接種法に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、予防接種法（昭和23年法律第68号）に関する事務における特定
個人情報ファイルの取扱いが、個人のプライバシー等の権利利益の保護に
影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態
が発生するリスクを軽減するための適切なセキュリティ対策を講じることで、
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 予防接種法に関する事務

 ②事務の概要

予防接種法に基づき、Ａ類疾病及びＢ類疾病のうち政令で定めるもの（予防接種法附則第７条第２項の
規定により同法第６条第１項の規定による予防接種とみなされる新型コロナウイルス感染症を含む。）
について、市内に居住するものに対し期日又は期間を指定して予防接種を行うとともに、接種事務の報
告等の事務を行う。

 ③システムの名称 健康管理システム・ワクチン接種記録システム（VRS）・宛名管理システム・中間サーバ

 ２．特定個人情報ファイル名

予防接種ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第9条第1項　別表の14の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

　　（情報提供の根拠）
■番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表25、153、154の項
　（情報照会の根拠）
■番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表25、27、28、29の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 ■狛江市福祉保健部健康推進課

 ②所属長の役職名 健康推進課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 ■201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　狛江市福祉保健部健康推進課

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号　　狛江市企画財政部政策室



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1万人以上10万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和3年12月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和3年12月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
②事務の概要

予防接種法に基づき、Ａ類疾病及びＢ類疾病
のうち政令で定めるものについて、市内に居住
するものに対し期日又は期間を指定して予防
接種を行うとともに、接種事務の報告等の事務
を行う。

予防接種法に基づき、Ａ類疾病及びＢ類疾病
のうち政令で定めるもの（予防接種法附則第７
条第２項の規定により同法第６条第１項の規
定による予防接種とみなされる新型コロナウイ
ルス感染症を含む。）について、市内に居住す
るものに対し期日又は期間を指定して予防接
種を行うとともに、接種事務の報告等の事務を
行う。

事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
③システムの名称

健康管理システム・宛名管理システム・中間
サーバ

健康管理システム・ワクチン接種記録システム
（VRS）・宛名管理システム・中間サーバ

事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
３．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第9条第1項　別表第一の10の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令第10条

■番号法第9条第1項　別表第一の10の項
■番号法別表第一の主務省令で定める事務
を定める命令第10条
■番号法第19条第16号（新型コロナウイルス
感染症対策に係る予防接種事務におけるワク
チン接種記録システムを用いた情報提供・照
会のみ）
■番号法第19条第６号（委託先への提供）

事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
①部署

狛江市福祉保健部健康推進課
■狛江市福祉保健部健康推進課
■狛江市福祉保健部新型コロナ予防接種室

事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職

健康推進課長 健康推進課長・新型コロナ予防接種室長 事後

令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
７．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　
狛江市福祉保健部健康推進課

■201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　
狛江市福祉保健部健康推進課
■201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号　
狛江市福祉保健部新型コロナ予防接種室

事後

令和3年12月27日
Ⅱ　しきい値判断項目
いつ時点の係数か

令和元年10月１日時点 令和３年12月１日時点 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３．個人番号の利用
法律上の根拠

■番号法第9条第1項　別表第一の10の項
■番号法別表第一の主務省令で定める事務
を定める命令第10条
■番号法第19条第16号（新型コロナウイルス
感染症対策に係る予防接種事務におけるワク
チン接種記録システムを用いた情報提供・照
会のみ）
■番号法第19条第６号（委託先への提供）

番号法第9条第1項　別表の14の項 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４．情報提供ネットワークによ
る情報連携
②法令上の根拠

　（別表第二における情報提供の根拠）
■番号法第19条第７号　別表第二の16の２項
■番号法別表第二の主務省令で定める事務
を定める命令第12条２
　（別表第二における情報照会の根拠）
■番号法第19条第7号　別表第二の16の２、
17、18、19の項
■番号法別表第二の主務省令で定める事務
を定める命令第12条の２、第12条の３、第13
条、第13条の２

　　（情報提供の根拠）
■番号法第19条第８号に基づく主務省令第２
条の表25、153、154の項
　（情報照会の根拠）
■番号法第19条第８号に基づく主務省令第２
条の表25、27、28、29の項

事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
①部署

■狛江市福祉保健部健康推進課
■狛江市福祉保健部新型コロナ予防接種室

■狛江市福祉保健部健康推進課 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
５．評価実施機関における担
当部署
②所属長の役職名

健康推進課長・新型コロナ予防接種室長 健康推進課長 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
７．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

■201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　
狛江市福祉保健部健康推進課
■201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号　
狛江市福祉保健部新型コロナ予防接種室

■201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　
狛江市福祉保健部健康推進課

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

25
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関す
る事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

　狛江市は，生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和25年法律第
144号）の規定による保護に準ずる措置に関する事務における特定個人情
報ファイルの取扱いにあたり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプラ
イバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人情
報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措
置を講じ，もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいる
ことを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

 ②事務の概要

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。）第９条第２項の規定により独自利用事務として，次に掲げる生活保護法に基づく
事務に準ずる事務で特定個人情報を取り扱う。

(１)　生活保護法第19条第１項の保護の実施に関する事務
(２)　生活保護法第24条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更の申請の受理，その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(３)　生活保護法第25条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権による保護の変更に関
する事務
(４)　生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(５)　生活保護法第29条第１項の資料の提供等の求めに関する事務
(６)　生活保護法第55条の４第１項の就労自立給付金の支給の申請の受理，その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(７)　生活保護法第55条の５第１項の進学準備給付金の支給の申請の受理，その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(８)　生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務
(９)　生活保護法第77条第１項又は第78条第１項から第３項までの徴収金の徴収（同法第78条の２第１
項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務
※情報連携を行う事務は，第１号から第４号まで，第８号及び第９号に掲げる事務とする。

 ③システムの名称

１　生活保護システム
２　庁内連携システム
３　団体内統合宛名システム
４　中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

　外国人に対する生活保護ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第９条第２項
狛江市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例（以下「番
号条例」という。）第３条第１項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠
【情報照会】
番号法第19条第９号
番号条例別表第１及び別表第２

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市福祉保健部福祉相談課

 ②所属長の役職名 福祉相談課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市　福祉保健部　福祉相談課
東京都狛江市和泉本町１－１－５
電話　03-3430-1111（代表）

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市　企画財政部　政策室
東京都狛江市和泉本町１－１－５
電話　03-3430-1111（代表）



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人未満（任意実施） ]

 いつ時点の計数か 令和3年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和3年1月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへ
の対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　○ ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　○ ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第８号 番号法第19条第９号 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３　個人番号の利用
法令上の根拠

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する条例（以下「番
号条例」という。）第６条第２項

狛江市行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行条例
（以下「番号条例」という。）第３条第１項

事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携

【情報照会】
番号法第19条第９号
番号条例別表第１

【情報照会】
番号法第19条第９号
番号条例別表第１及び別表第２

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

26
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の
実施に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）
による予防接種の実施に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱
いが、個人のプライバシー等の権利利益の保護に影響を及ぼしかねないこ
とを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを軽減
するための適切なセキュリティ対策を講じることで、個人のプライバシー等の
権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

 ②事務の概要

①新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第１項の規定による指示に基づき行う予防接種の実
施に関する事務
②新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第３項の規定により読み替えて適用する予防接種法
（昭和23年法律第68号）第６条第１項の予防接種の実施に関する事務

 ③システムの名称 健康管理システム・宛名管理システム・中間サーバ

 ２．特定個人情報ファイル名

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　番号法別表126の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠

（情報照会の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表153の項
（情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表153、154の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市福祉保健部健康推進課

 ②所属長の役職名 健康推進課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　狛江市福祉保健部健康推進課

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号　　狛江市企画財政部政策室



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1万人以上10万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和2年12月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和2年12月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和3年12月27日

Ⅰ　関連情報
４　情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

番号法第19条第７号 番号法第19条第８号 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３．個人番号の利用
法律上の根拠

番号法第９条第１項　別表第１　93の２の項
番号法別表第１の主務省令第67条の２

番号法第９条第１項　番号法別表126の項 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４．情報提供ネットワークによ
る情報連携
②法令上の根拠

（別表第２における情報照会・提供の根拠）
番号法第19条第８号　別表第２　115の２項
番号法別表第２の主務省令第59条の２

（情報照会の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表153の項
（情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表153、154の項

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

27 健康増進事業の実施に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は，健康増進法（平成14年法律第103号）の事務における特定個人
情報ファイルの取扱いに当たり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人の
プライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人
情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な
措置を講じ，もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んで
いることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 健康増進事業の実施に関する事務

 ②事務の概要

市民の健康の増進を図るため，健康増進法第17条第１項又は第19条の２の健康増進事業に関する事
務でマイナンバーを利用して事務行う。ただし，情報連携は，行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）で許容されている範
囲内とし，具体的には次に掲げる事業の実施に関する情報とする。
　（１）　歯周疾患検診
　（２）　骨粗しょう症検診
　（３）　肝炎ウイルス検診
　（４）　がん検診

 ③システムの名称 健康管理システム，宛名管理システム，番号連携サーバー，中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

健康増進事業ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 ■番号法第９条第１項　別表の111の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施する ]

 ②法令上の根拠
■情報照会・情報提供の根拠
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の表の139の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市福祉保健部健康推進課

 ②所属長の役職名 健康推進課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 201-0013　狛江市元和泉二丁目35番１号　　狛江市福祉保健部健康推進課

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 201-8585　狛江市和泉本町一丁目１番５号　　狛江市企画財政部政策室



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和4年3月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和4年3月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　 ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　○ ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　 ］接続しない（入手） ［　 ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
３．個人番号の利用
法律上の根拠

■番号法第9条第1項，番号法別表第１の76の
項
■行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第１の主
務省令で定める事務を定める命令（平成26年内
閣府，総務省令第5号）第54条

■番号法第9条第1項，番号法別表の111の項 事後

令和6年8月20日

Ⅰ　関連情報
４．情報提供ネットワークによ
る情報連携
②法令上の根拠

■番号法別表第２における情報照会及び情報
提供の根拠
番号法第19条第８号，番号法別表第２の102の
2の項
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第２の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府，総務省令第7号）第50条

■情報照会・情報提供の根拠
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の
表の139の項

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

28 高校生等の医療費の助成に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年8月20日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、高校生等の医療費の助成に関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ
バシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置
を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいるこ
とを宣言する。



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

29 職員以外の者に係る支払調書等の法定調書作成事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年7月24日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、職員以外の者に係る支払調書等の法定調書作成事務における
特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱い
が個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、
特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるため
に適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取
り組んでいることを宣言する。



手順
(1) 報酬等を受ける債権者本人より、「個人番号（マイナンバー）提供書類」により個人番号の提出を受
ける。
(2) 提出を受けた個人番号を、市の財務会計システムに登録する。
(3) 年に一度、法定調書（源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書）を作成し、税務署及び各地方公共
団体に提出する。

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 職員以外の者に係る支払調書等の法定調書作成事務

 ②事務の概要

市より報酬等を支払った職員以外の各委員等の法定調書（源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書）を
作成・提出する。

 ③システムの名称 財務会計システム

 ２．特定個人情報ファイル名

債権者マスタ、源泉徴収ファイル、支払調書ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律　第９条第４項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施しない ]

 ②法令上の根拠

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 狛江市会計課

 ②所属長の役職名 会計課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
狛江市会計課出納係
東京都狛江市和泉本町１－１－５
03-3430-1111

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
狛江市企画財政部政策室政策法制担当
東京都狛江市和泉本町１－１－５
03-3430-1111



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人以上1万人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　○ ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　○ ］接続しない（入手） ［　○ ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明



特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

30
寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストッ
プ特例）事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特記事項

 評価実施機関名

東京都狛江市長

 公表日

  令和6年7月24日

[平成31年１月　様式２]

狛江市は、寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特
例）に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いが、個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個
人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを軽減するための適切なセ
キュリティ対策を講じることで、個人のプライバシー等の権利利益の保護取
り組んでいることを宣言する。



＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）に関する事務

 ②事務の概要

狛江市では、地方税法に基づき、寄附金税額控除に係る申告特例（ワンストップ特例申請）の求めを行う
者(以下「申請者」という）が提出する特例申請書を収受・保管し、寄附の翌年の１月31日までに当該寄附
者の住所地の市区町村長に対して、申告特例通知書の情報を通知する。
具体的には、
①　申告特例の求めに係る申請書の受理、応答、保管
②　申請内容の変更の届出に係る書類の受理、応答、保管
③　申請者の住所地の市区町村長に対する申告特例通知書の作成、電子的送付

 ③システムの名称 表計算ソフト

 ２．特定個人情報ファイル名

寄附金税額控除に係る申告特例ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）
第９条第１項及び番号法別表の24の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無 [ 実施しない ]

 ②法令上の根拠

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 東京都狛江市市民生活部課税課

 ②所属長の役職名 課税課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
〒201-8585　東京都狛江市和泉本町一丁目１番５号　電話03-3430-1111
狛江市市民生活部課税課

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先
〒201-8585東京都狛江市和泉本町一丁目１番５号　電話03-3430-1111
狛江市企画財政部政策室政策法制担当



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）
2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

＜選択肢＞

＜選択肢＞

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か [ 1,000人未満（任意実施） ]

 いつ時点の計数か 令和6年1月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]

 いつ時点の計数か 令和6年7月26日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

[ 基礎項目評価書 ]

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ 十分である ]

 ３．特定個人情報の使用

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）によっ
て不正に使用されるリスクへ
の対策は十分か

 [ 十分である ]

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ［　○ ］委託しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 [ ]

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） ［　 ］提供・移転しない

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

[ 十分である ]

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ［　○ ］接続しない（入手） ［　○ ］接続しない（提供）

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [ ]

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 [ ]

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 [ 十分である ]

 ８．監査

 実施の有無  [ ○ ］　自己点検 [ ○ ］　内部監査 [ ］　外部監査

 ９．従業者に対する教育・啓発

 従業者に対する教育・啓発  [ 十分に行っている ]



変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明


